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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  (a)互いに同一な個数の電極と分離膜が前記分離膜を挟み隣接する前記電極同士、互い
に逆の極性を有する形態に交互に配置されて一体に結合された1種の基本単位体が繰り返
して配置された構造、又は (b) 互いに同一な個数の電極と分離膜が前記分離膜を挟み隣
接する前記電極同士、互いに逆の極性を有する形態に交互に配置されて一体に結合された
2種以上の基本単位体が定められた順に従い配置された構造を有する単位体スタック部を
備え、
  前記 (a)の1種の基本単位体に対し、前記電極は第1電極及び第2電極を含み、前記分離
膜は第1分離膜及び第2分離膜を含んで、前記1種の基本単位体は、前記第1電極、前記第1
分離膜、前記第2電極及び前記第2分離膜が順次配置された4層構造又は前記4層構造が繰り
返して配置された構造を有し、
  前記(b)の2種以上の基本単位体をそれぞれ1個ずつ定められた順に従い配置すれば、前
記4層構造が繰り返して積層された構造が形成され、
  前記分離膜は、縁部が前記電極と分離膜の外側へ露出されるように前記電極よりさらに
大きいサイズを有し、
  1つの基本単位体に含まれた分離膜の縁部が互いに付着されてシール部をなすか、前記
単位体スタック部に含まれた分離膜の縁部が互いに付着されてシール部をなし、
前記電極は、それぞれの基本単位体内で隣接した分離膜に接着され、
  前記基本単位体内で前記電極と前記隣接した分離膜との間の接着力は、前記単位体スタ
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ック部内で前記基本単位体間の接着力より大きく、
前記単位体スタック部は、最上側または最下側に位置する電極である末端電極に積層され
る第1補助単位体をさらに含み、
前記末端電極が正極の際、前記第1補助単位体は前記末端電極から順に分離膜、負極、分
離膜及び正極が積層されて形成され、
前記末端電極が負極の際、前記第1補助単位体は前記末端電極から順に分離膜及び正極が
積層されて形成されることを特徴とする電極組立体。
【請求項２】
前記単位体スタック部の最上層又は最下層をなしている電極上に、追加して積層された分
離膜をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項３】
前記 (a)の 1種の基本単位体は、前記4層構造や前記4層構造が繰り返して配置された構造
を有する第1基本単位体を含み、
前記単位体スタック部は、前記第1基本単位体が繰り返して配置された構造を有すること
を特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項４】
前記(b)の2種以上の基本単位体は、
第1電極、第1分離膜、第2電極、第2分離膜、第1電極及び第1分離膜が順に配置されて一体
に結合された第2基本単位体と、
第2電極、第2分離膜、第1電極、第1分離膜、第2電極及び第2分離膜が順に配置されて一体
に結合された第3基本単位体とを含み、
前記単位体スタック部は、前記第2基本単位体と前記第3基本単位体が交互に配置された構
造を有することを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項５】
前記 (a)の1種の基本単位体は、複数個設けられて互いに異なる大きさを有する少なくと
も2つのグループに分けられ、
前記単位体スタック部は、前記 (a)の1種の基本単位体が大きさに従い積層され、複数段
を形成した構造を有することを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項６】
前記 (a)の1種の基本単位体は、複数個設けられて互いに異なる幾何学的形状を有する少
なくとも2つのグループに分けられ、
前記単位体スタック部は、前記 (a)の1種の基本単位体が幾何学的形状に従い積層され、
複数段を形成した構造を有することを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項７】
前記電極は、前記隣接した分離膜に対向する面で全体的に前記隣接した分離膜に接着され
ることを特徴とする請求項１記載の電極組立体。
【請求項８】
前記分離膜は、多孔性の分離膜基材、及び前記分離膜基材の一面又は両面に全体的にコー
ティングされる多孔性のコーティング層を含み、
前記コーティング層は、無機物粒子と前記無機物粒子を互いに連結及び固定するバインダ
ー高分子の混合物で形成され、
前記電極は、前記コーティング層により前記隣接した分離膜に接着されることを特徴とす
る請求項１記載の電極組立体。
【請求項９】
前記無機物粒子は、充填構造(densely packed structure)をなして前記コーティング層で
全体的に無機物粒子の間のインタースティシャルボリューム(interstitial volumes)を形
成し、前記無機物粒子が限定するインタースティシャルボリュームにより前記コーティン
グ層に気孔構造が形成されることを特徴とする請求項８記載の電極組立体。
【請求項１０】
前記第1補助単位体の正極は、
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集電体; 及び
前記集電体の両面のうち前記基本単位体に対向する一面のみにコーティングされる活物質
を備えることを特徴とする請求項１記載の電極組立体。
【請求項１１】
前記単位体スタック部は、最上側又は最下側に位置する分離膜である末端分離膜に積層さ
れる第2補助単位体をさらに含み、
前記基本単位体で前記末端分離膜に接した電極が正極の際、前記第2補助単位体は前記末
端分離膜から順に負極、分離膜及び正極が積層されて形成され、
前記基本単位体で前記末端分離膜に接した電極が負極の際、第2補助単位体は正極に形成
されることを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項１２】
前記第2補助単位体の正極は、
集電体; 及び
前記集電体の両面のうち前記基本単位体に対向する一面のみにコーティングされる活物質
を備えることを特徴とする請求項１１記載の電極組立体。
【請求項１３】
前記単位体スタック部は、最上側又は最下側に位置する分離膜である末端分離膜に積層さ
れる第2補助単位体をさらに含み、
前記基本単位体で前記末端分離膜に接した電極が正極の際、前記第2補助単位体は負極に
形成され、
前記基本単位体で前記末端分離膜に接した電極が負極の際、前記第2補助単位体は前記末
端分離膜から順に正極、分離膜及び負極が積層されて形成されることを特徴とする請求項
1記載の電極組立体。
【請求項１４】
前記第2補助単位体は、前記負極の外側に分離膜をさらに含むことを特徴とする請求項１
３記載の電極組立体。
【請求項１５】
前記単位体スタック部は、最上側又は最下側に位置する分離膜である末端分離膜に積層さ
れる第2補助単位体をさらに含み、
前記基本単位体で前記末端分離膜に接した電極が負極の際、前記第2補助単位体は前記末
端分離膜から順に第1正極、分離膜、負極、分離膜及び第2正極が積層されて形成されるこ
とを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項１６】
前記第2補助単位体の第2正極は、
集電体; 及び
前記集電体の両面のうち前記基本単位体に対向する一面のみにコーティングされる活物質
を備えることを特徴とする請求項１５記載の電極組立体。
【請求項１７】
前記単位体スタック部は、最上側又は最下側に位置する分離膜である末端分離膜に積層さ
れる第2補助単位体をさらに含み、
前記基本単位体で前記末端分離膜に接した電極が正極の際、前記第2補助単位体は前記末
端分離膜から順に第1負極、分離膜、正極、分離膜及び第2負極が積層されて形成されるこ
とを特徴とする請求項1記載の電極組立体。
【請求項１８】
互いに同一な個数の電極と分離膜が前記分離膜を挟み隣接する前記電極同士、互いに逆の
極性を有する形態に交互に積層された構造を有する1種の基本単位体、又は互いに同一な
個数の電極と分離膜が前記分離膜を挟み隣接する前記電極同士、互いに逆の極性を有する
形態に交互に積層された構造を有する2種以上の基本単位体を製造する段階(S10);
1つの基本単位体に含まれた分離膜の縁部を互いに当接させたまま、熱と圧力を加えてシ
ール部を形成する段階(S20); 及び
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前記S10段階及びS20段階が行われた前記1種の基本単位体を繰り返して積層するか、前記S
10段階及びS20段階が行われた前記2種以上の基本単位体を定められた順に従い積層して単
位体スタック部を製造する段階(S22);を含み、
前記1種の基本単位体に対し、前記電極は第1電極及び第2電極を含み、前記分離膜は第1分
離膜及び第2分離膜を含んで、前記1種の基本単位体は、前記第1電極、前記第1分離膜、前
記第2電極及び前記第2分離膜が順次積層された4層構造や前記4層構造が繰り返して積層さ
れた構造を有し、
前記2種以上の基本単位体をそれぞれ1個ずつ定められた順に従い積層すれば、 前記4層構
造が繰り返して積層された構造が形成され、
前記電極は、それぞれの基本単位体内で隣接した分離膜に接着され、 
前記基本単位体内で前記電極と前記隣接した分離膜との間の接着力は、前記単位体スタッ
ク部内で前記基本単位体間の接着力より大きく、
前記単位体スタック部は、最上側または最下側に位置する電極である末端電極に積層され
る第1補助単位体をさらに含み、
前記末端電極が正極の際、前記第1補助単位体は前記末端電極から順に分離膜、負極、分
離膜及び正極が積層されて形成され、
前記末端電極が負極の際、前記第1補助単位体は前記末端電極から順に分離膜及び正極が
積層されて形成される
ことを特徴とする電極組立体の製造方法。
【請求項１９】
互いに同一な個数の電極と分離膜が前記分離膜を挟み隣接する前記電極同士、互いに逆の
極性を有する形態に交互に積層された構造を有する1種の基本単位体、又は互いに同一な
個数の電極と分離膜が前記分離膜を挟み隣接する前記電極同士、互いに逆の極性を有する
形態に交互に積層された構造を有する 2種以上の基本単位体を製造する段階(S10);
前記1種の基本単位体を繰り返して積層するか、前記2種以上の基本単位体を定められた順
に従い積層して単位体スタック部を製造する段階(S14); 及び
前記単位体スタック部に含まれた分離膜の縁部を互いに当接させたまま、熱と圧力を加え
てシール部を形成する段階(S30);を含み、
前記1種の基本単位体に対し、前記電極は第1電極及び第2電極を含み、前記分離膜は第1分
離膜及び第2分離膜を含んで、前記1種の基本単位体は、前記第1電極、前記第1分離膜、前
記第2電極及び前記第2分離膜が順次積層された4層構造や前記4層構造が繰り返して積層さ
れた構造を有し、
前記2種以上の基本単位体をそれぞれ1個ずつ定められた順に従い積層すれば、前記4層構
造が繰り返して積層された構造が形成され、
前記電極は、それぞれの基本単位体内で隣接した分離膜に接着され、 
前記基本単位体内で前記電極と前記隣接した分離膜との間の接着力は、前記単位体スタッ
ク部内で前記基本単位体間の接着力より大きく、
前記単位体スタック部は、最上側または最下側に位置する電極である末端電極に積層され
る第1補助単位体をさらに含み、
前記末端電極が正極の際、前記第1補助単位体は前記末端電極から順に分離膜、負極、分
離膜及び正極が積層されて形成され、
前記末端電極が負極の際、前記第1補助単位体は前記末端電極から順に分離膜及び正極が
積層されて形成される
ことを特徴とする電極組立体の製造方法。
【請求項２０】
前記S20段階は、互いに隣接した分離膜の縁部に50°Ｃ～100°Ｃの熱と、10gf／cm2～20g
f／cm2の圧力とを加えることによって行われることを特徴とする請求項１８記載の電極組
立体の製造方法。
【請求項２１】
前記S20段階は、互いに隣接した分離膜の縁部に3～5秒間熱と圧力を加えることにより行
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われることを特徴とする請求項１８記載の電極組立体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、安定性が向上した電極組立体及びその製造方法に関し、より詳しくは、分離膜
の収縮率を減少させることができる安定性が向上した電極組立体及びその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
本出願は、2013年2月15日付で出願された韓国特許出願第10-2013-0016512号及び2014年2
月17日付けで出願された韓国特許出願第10-2014-0017701号に基づいた優先権を主張し、
当該出願の明細書及び図面に開示された全ての内容は本出願に援用される。
【０００３】
二次電池は、化石燃料を用いる既存のガソリン車両、ディーゼル車両などの大気汚染など
を解決するための方案として提示されている電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(H
EV)、並列型ハイブリッド電気自動車(PHEV) などの動力源としても注目を浴びているが、
自動車などのような中大型デバイスには高出力、大容量の必要性のため、多数の電池セル
を電気的に連結した中大型電池モジュールが用いられる。
【０００４】
ところが、中大型電池モジュールは、できれば小さな大きさと重量に製造されるのが好ま
しいので、高い集積度で充積可能であり、容量対比重量が小さな角形電池、パウチ型電池
などが中大型電池モジュールの電池セルとして主に製作されている。
【０００５】
一般に、電極組立体は、正極／分離膜／負極構造の電極組立体が如何なる構造でなってい
るのかにより分類されることもあるが、代表的には、長いシート状の正極等と負極等を、
長いシート状の分離膜が介在された状態で巻き取った構造のジェリーロール(巻取型) 電
極組立体、所定大きさの単位で切断した多数の正極と負極を、分離膜を介在した状態で順
次積層したスタック型(積層型) 電極組立体に区分される。好ましくは、スタック型構造
とスタック／フォールディング型構造を挙げることができる。
【０００６】
前記スタック型構造は、当業界に広く公知になっているので、 本明細書でそれに対する
説明は略する。前記スタック／フォールディング型構造の電極組立体に対する詳しい内容
は、本出願人の韓国特許出願公開第2001-0082058号、第2001-0082059号及び第2001-00820
60号に開示されている。
【０００７】
図1に示す通り、スタック／フォールディング型構造の電極組立体1は正極、分離膜、負極
が順次積層された単位セル1a、1b、2、3、4が複数個重畳されており、それぞれの重畳部
には分離膜シート5が介在されている。分離膜シート5は、単位セルを取り囲むことができ
る長さを有し、単位セル1aから始まって外角の単位セル4まで連続してそれぞれの単位セ
ルを取り囲みながら単位セル等の重畳部に介在されている。
【０００８】
分離膜シート5の末端部は、熱融着するか接着テープ6などを貼り付けて仕上げる。このよ
うなスタック／フォールディング型電極組立体は、例えば、長い長さの分離膜シート5上
に単位セル1a、1b、2、3、4を配列し、分離膜シート5の一端部から始めて順次巻き取るこ
とにより製造される。しかし、このような構造で中心部の単位セル1a、1b、2と外殻部の
単位セル3、4 との間には、温度勾配が発生し放熱効率が相違することになるので、長時
間用いる場合、寿命が短くなるとの問題がある。
【０００９】
一般に、単位セルに備えられた分離膜は主にポリマー材質で形成され、熱により収縮され
る性質を有する。また、電極組立体又はこれを含む二次電池は、安定性を評価するため過
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充電テストとホットボックステスト(hot box test)を経ることになる。このようなテスト
時に一部の不良電極組立体、又はこれを含む二次電池で発火が引き起こる場合がある。ま
た、発火は、熱により分離膜が収縮され、これにより正極と負極が当接して発生する短絡
 (short)に起因する。
【００１０】
一方、安定性評価のためのテストを通過して市販された二次電池であっても、使用中外部
から加えられる熱、又は二次電池の内部で発生する熱により分離膜が収縮され、前述した
ところのように短絡が発生し得る危険がある。
【００１１】
このような現象を防止するため、電極よりさらに大きいサイズの分離膜が電極組立体に適
用される。
【００１２】
しかし、前記スタック／フォールディング型構造の電極組立体1の場合、分離膜の縁部は
電極と付着されていない状態で保持され、通常は分離膜の縁部に対する特別な処理なしで
一連の二次電池の製造工程が引き続き行われるため、過充電、過熱などにより短絡が発生
する危険性が高い。また、スタック型構造の電極組立体も分離膜の縁部に対する特別な処
理がないことは同様なので、スタック／フォールディング型構造の電極組立体1と同様に
短絡が発生する危険性が高い。
【００１３】
したがって、スタック／フォールディング型構造の電極組立体1及びスタック型電極組立
体は全て、正極と負極との間の短絡を確実に防止するためには、分離膜を電極より遥かに
大きく製造しなければならず、これにより結局二次電池の体積は増加することになる。
【００１４】
また、分離膜が必要以上に多く用いられるため、二次電池の製造コストが上昇するとの問
題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
本発明は、前述の問題点を解決するため案出されたものであり、従来の技術と同一の大き
さ、又は多少小さな大きさの分離膜を用いながらも、内部短絡の危険性を低下させること
ができる、安定性が向上した電極組立体及びその製造方法を提供することに目的がある。
【００１６】
本発明の他の目的は、二次電池の製造コストを低減させることができる、安定性が向上し
た電極組立体及びその製造方法を提供することにある。
【００１７】
本発明のさらに他の目的は、一種類のバイセルだけでも電極組立体を製造することが可能
な、安定性が向上した電極組立体及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
前記のような目的を達成するため、本発明の好ましい実施例に係る安定性が向上した電極
組立体は、(a)互いに同一な個数の電極と分離膜が交互に配置されて一体に結合された1種
の基本単位体が繰り返して配置された構造、又は(b)互いに同一な個数の電極と分離膜が
交互に配置されて一体に結合された2種以上の基本単位体が定められた順に従い配置され
た構造を有する単位体スタック部を備え、前記(a)の1種の基本単位体は、第1電極、第1分
離膜、第2電極及び第2分離膜が順次配置された4層構造又は前記4層構造が繰り返して配置
された構造を有し、前記(b)の2種以上の基本単位体をそれぞれ1個ずつ定められた順に従
い配置すれば、前記4層構造又は前記4層構造が繰り返して積層された構造が形成され、前
記分離膜は縁部が前記電極と分離膜の外側へ露出されるように前記電極よりさらに大きい
サイズを有し、1つの基本単位体に含まれた分離膜等の縁部が互いに付着されてシール部
をなすか、前記単位体スタック部に含まれた分離膜等の縁部が互いに付着されてシール部
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をなすことができる。
【００１９】
また、前記のような目的を達成するため、本発明の好ましい一例に係る安定性が向上した
電極組立体の製造方法は、互いに同一な個数の電極と分離膜が交互に積層された構造を有
する1種の基本単位体、または互いに同一な個数の電極と分離膜が交互に積層された構造
を有する2種以上の基本単位体を製造する段階(S10); 1つの基本単位体に含まれた分離膜
等の縁部を互いに当接させたまま、熱と圧力を加えてシール部を形成する段階(S20); 及
び前記S10段階及びS20段階が行われた前記1種の基本単位体を繰り返して積層するか、前
記S10段階及びS20段階が行われた前記2種以上の基本単位体を定められた順に従い積層し
て単位体スタック部を製造する段階(S22);を含み、前記1種の基本単位体は第1電極、第1
分離膜、第2電極及び第2分離膜が順次積層された4層構造や、前記4層構造が繰り返して積
層された構造を有し、前記2種以上の基本単位体をそれぞれ1個ずつ定められた順に従い積
層すれば、前記4層構造や前記4層構造が繰り返して積層された構造が形成され得る。
【００２０】
また、前記のような目的を達成するため、本発明の好ましい他の例に係る安定性が向上し
た電極組立体の製造方法は、互いに同一な個数の電極と分離膜が交互に積層された構造を
有する1種の基本単位体、又は互いに同一な個数の電極と分離膜が交互に積層された構造
を有する2種以上の基本単位体を製造する段階(S10); 前記1種の基本単位体を繰り返して
積層するか、前記2種以上の基本単位体を定められた順に従い積層して単位体スタック部
を製造する段階(S14); 及び前記単位体スタック部に含まれた分離膜等の縁部を互いに当
接させたまま、熱と圧力を加えてシール部を形成する段階(S30);を含み、前記1種の基本
単位体は第1電極、第1分離膜、第2電極及び第2分離膜が順次積層された4層構造や、前記4
層構造が繰り返して積層された構造を有し、前記2種以上の基本単位体をそれぞれ1個ずつ
定められた順に従い積層すれば、前記4層構造や前記4層構造が繰り返して積層された構造
が形成され得る。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、次のような効果がある。
第一、従来の技術と同一の大きさまたは多少小さな大きさの分離膜を用いながらも、内部
短絡の危険性を低下させることができる、安定性が向上した電極組立体及びその製造方法
を提供することができる。
第二、二次電池の製造コストを低減させることができる、安定性が向上した電極組立体及
びその製造方法を提供することができる。
第三、一種類のバイセルだけでも電極組立体を製造することが可能な、安定性が向上した
電極組立体及びその製造方法を提供することができる。
【００２２】
次の図等は本発明の好ましい実施例を例示するものであり、前述された発明の詳細な説明
と共に本発明の技術思想をさらに理解させる役割を果たすものなので、本発明はそのよう
な図に記載された事項のみに限定されて解釈されてはならない。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の電極組立体のフォールディング構造を概念的に示す断面図である。
【図２】本発明に係る基本単位体の第1構造を示す側面図である。
【図３】本発明に係る基本単位体の第2構造を示す側面図である。
【図４】図2に示した基本単位体の積層で形成される単位体スタック部を示す側面図であ
る。
【図５】本発明に係る基本単位体の第3構造を示す側面図である。
【図６】本発明に係る基本単位体の第4構造を示す側面図。
【図７】図5に示した基本単位体と図6に示した基本単位体との積層で形成される単位体ス
タック部を示す側面図である。
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【図８】本発明に係る基本単位体を製造する工程を示す工程図である。
【図９】異なる大きさを有する基本単位体が積層され形成される単位体スタック部を示す
斜視図である。
【図１０】図9に示した単位体スタック部を示す側面図である。
【図１１】別の幾何学的形状を有する基本単位体が積層され形成される単位体スタック部
を示す斜視図である。
【図１２】本発明に係る基本単位体と第1補助単位体とを含む単位体スタック部の第1構造
を示す側面図である。
【図１３】本発明に係る基本単位体と第1補助単位体とを含む単位体スタック部の第2構造
を示す側面図である。
【図１４】本発明に係る基本単位体と第2補助単位体とを含む単位体スタック部の第3構造
を示す側面図である。
【図１５】本発明に係る基本単位体と第2補助単位体とを含む単位体スタック部の第4構造
を示す側面図である。
【図１６】本発明に係る基本単位体と第1補助単位体とを含む単位体スタック部の第5構造
を示す側面図である。
【図１７】本発明に係る基本単位体と第1補助単位体とを含む単位体スタック部の第6構造
を示す側面図である。
【図１８】本発明に係る基本単位体と第2補助単位体とを含む単位体スタック部の第7構造
を示す側面図である。
【図１９】本発明に係る基本単位体と第2補助単位体とを含む単位体スタック部の第8構造
を示す側面図である。
【図２０】本発明に係る基本単位体と第1補助単位体とを含む単位体スタック部の第9構造
を示す側面図である。
【図２１】本発明に係る基本単位体、第1補助単位体及び第2補助単位体を含む単位体スタ
ック部の第10構造を示す側面図である。
【図２２】本発明に係る基本単位体と第2補助単位体とを含む単位体スタック部の第11構
造を示す側面図である。
【図２３】図2に示した基本単位体の第1構造の上部に分離膜を積層した状態を示す断面図
である。
【図２４】図2に示した基本単位体の第1構造を二回積層し、最上層をなしている電極上に
分離膜を積層した状態を示す断面図である。
【図２５】図23で分離膜の縁部が付着され、シール部が形成されている単位体スタック部
を示す断面図である。
【図２６】図24で分離膜の縁部が付着され、シール部が形成されている単位体スタック部
を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下、図を参照し、本発明の好ましい実施例に係る安定性が向上した電極組立体及びその
製造方法に対し詳しく説明する。
【００２５】
本明細書及び特許請求の範囲に用いられた用語や単語は、通常的かつ辞典的な意味に限定
して解釈されてはならず、発明者は自分の発明を最善の方法で説明するため用語の概念を
適宜定義することができるとの原則に即し、本発明の技術的思想に符合する意味と概念に
解釈されなければならない。したがって、本明細書に記載された実施例と図に示された構
成は、本発明の最も好ましい一実施形態に過ぎず、本発明の技術的思想を全て代弁するも
のではないので、本出願時点においてこれらを代替することができる多様な均等物と変形
例等があり得ることを理解しなければならない。
【００２６】
図で、各構成要素又はその構成要素をなす特定部分の大きさは、説明の便宜及び明確性の
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ため誇張又は省略されるか、概略的に示された。したがって、各構成要素の大きさは、実
際の大きさを全的に反映するものではない。関連した公知機能あるいは構成に対する具体
的な説明が、不要に本発明の要旨を濁し得ると判断される場合、そのような説明は略する
。
【００２７】
本発明に係る電極組立体は、基本単位体を繰り返して又は定められた順に従い積層した構
造や、繰り返してまたは定められた順に従い積層された基本単位体に補助単位体をさらに
積層した構造を有する単位体スタック部を含み、電極よりさらに大きいサイズを有する分
離膜の縁部を基本単位体ごとに付着してシール部を形成するか、基本単位体を繰り返して
又は定められた順に従い積層した構造を有する単位体スタック部に存在する全ての分離膜
の縁部を一斉に付着してシール部を形成することができる。
【００２８】
基本単位体の構造と、基本単位体に積層され得る補助単位体と、複数層積層された基本単
位体を有する単位体スタック部の構造とは多様に具現され得るので、先ず、この構造等に
対し説明し、基本単位体自体でシール部を形成するか、単位体スタック部で一斉にシール
部を形成することに対しては追って説明する。
【００２９】
単位体スタック部
本発明で単位体スタック部は、1種の基本単位体が繰り返して積層された構造を有するか
、2種以上の基本単位体が定められた順に従い、例えば交互に積層された構造を有する。
ここに、以下で先ず基本単位体に対して検討してみる。
[基本単位体の構造]
【００３０】
本発明に係る電極組立体における基本単位体は、電極と分離膜が交互に配置されて形成さ
れる。この際、電極と分離膜は同数配置される。例えば、図2で示す通り、基本単位体110
aは、2つの電極111、113と2つの分離膜112、114が積層されて形成され得る。この際、正
極と負極は当然分離膜を介して互いに対向することができる。基本単位体がこのように形
成されると、基本単位体の一側末端に電極(図2で図面符号111の電極を参照)が位置するこ
とになり、基本単位体の他側末端に分離膜(図2で図面符号114の分離膜を参照)が位置する
ことになる。
【００３１】
本発明に係る電極組立体は、基本単位体の積層だけで単位体スタック部(すなわち、電極
組立体)を形成することができるとの点に基本的な特徴がある。すなわち、本発明は、1種
の基本単位体を繰り返して積層するか、2種以上の基本単位体を定められた順に従い積層
して単位体スタック部を形成することができるとの点に基本的な特徴がある。このような
特徴を具現するため、基本単位体は以下のような構造を有することができる。
【００３２】
第一、基本単位体は、第1電極、第1分離膜、第2電極及び第2分離膜が順次積層されて形成
され得る。より具体的に、基本単位体110a、110bは、図2で示しているように、第1電極11
1、第1分離膜112、第2電極113及び第2分離膜114が上側から下側へ順次積層されて形成さ
れるか、図3で示しているように第1電極111、第1分離膜112、第2電極113及び第2分離膜11
4が下側から上側へ順次積層されて形成され得る。このような構造を有する基本単位体を
、以下で第1基本単位体と記す。この際、第1電極111と第2電極113は互いに逆の電極であ
る。例えば、第1電極111が正極であれば、第2電極113は負極である。
【００３３】
このように第1電極、第1分離膜、第2電極及び第2分離膜が順次積層されて基本単位体が形
成されると、図4で示しているように、1種の基本単位体110aを繰り返して積層することだ
けでも単位体スタック部100aを形成することができる。ここで、基本単位体は、このよう
な4層構造以外にも8層構造や12層構造を有することができる。すなわち、基本単位体は、
4層構造が繰り返して配置された構造を有することができる。例えば、基本単位体は第1電
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極、第1分離膜、第2電極、第2分離膜、第1電極、第1分離膜、第2電極及び第2分離膜が順
次積層されて形成されてもよい。
【００３４】
第二、基本単位体は、第1電極、第1分離膜、第2電極、第2分離膜、第1電極及び第1分離膜
が順次積層されて形成されるか、第2電極、第2分離膜、第1電極、 第1分離膜、第2電極及
び第2分離膜が順次積層されて形成され得る。前者の構造を有する基本単位体を以下で第2
基本単位体と記し、後者の構造を有する基本単位体を以下で第3基本単位体と記す。
【００３５】
より具体的に、第2基本単位体110cは図5に示されているように、第1電極111、第1分離膜1
12、第2電極113、第2分離膜114、第1電極111及び第1分離膜112が上側から下側へ順次積層
されて形成され得る。また、第3基本単位体110dは、図6に示されているように、第2電極1
13、第2分離膜114、第1電極111、第1分離膜112、第2電極113及び第2分離膜114が上側から
下側へ順次積層されて形成され得る。これと逆に、下側から上側へ順次積層されて形成さ
れてもよい。
【００３６】
第2基本単位体110cと第3基本単位体110dを1つずつのみ積層すれば、4層構造が繰り返して
積層された構造が形成される。したがって、第2基本単位体110cと第3基本単位体110dを1
つずつ交互に引き続き積層すれば、図7で示しているように、第2及び第3基本単位体の積
層だけでも単位体スタック部100bを形成することができる。参考までに、3種の基本単位
体が準備されるのであれば、例えば1番基本単位体、2番基本単位体、3番基本単位体、再
び1番基本単位体、2番基本単位体、3番基本単位体の順に、すなわち定められた順に従い
基本単位体を積層して単位体スタック部を形成することができる。
【００３７】
このように本発明で1種の基本単位体は、第1電極、第1分離膜、第2電極及び第2分離膜が
順次配置された4層構造や、4層構造が繰り返して配置された構造を有する。また、本発明
で2種以上の基本単位体をそれぞれ1つずつ定められた順に従い配置すれば、4層構造や4層
構造が繰り返して配置された構造が形成される。例えば、前述の第1基本単位体は4層構造
を有し、前述の第2基本単位体と第3基本単位体をそれぞれ1つずつ合計2つを積層すれば、
4層構造が繰り返して積層された12層構造が形成される。
【００３８】
したがって、本発明で1種の基本単位体を繰り返して積層するか、2種以上の基本単位体を
定められた順に従い積層すれば、単に積層だけでも単位体スタック部(すなわち、電極組
立体)を形成することができる。
【００３９】
本発明で単位体スタック部は、基本単位体が基本単位体単位に積層されて形成される。す
なわち、先ず基本単位体を製作した後、これを繰り返して、または定められた順に従い積
層して単位体スタック部を製作する。このように本発明は、基本単位体の積層だけで単位
体スタック部を形成することができる。したがって、本発明は基本単位体を非常に精密に
整列させることができる。基本単位体が精密に整列されれば、電極と分離膜も単位体スタ
ック部で精密に整列され得る。また、本発明は、単位体スタック部(電極組立体)の生産性
を非常に向上させることができる。工程が非常に単純になるためである。
【００４０】
 [基本単位体の製造]
図8を参照し、代表的に第1基本単位体を製造する工程に対して検討してみる。 先ず、第1
電極材料121、第1分離膜材料122、第2電極材料123及び第2分離膜材料124を準備する。こ
こで、第1分離膜材料122と第2分離膜材料124は互いに同一の材料であり得る。その後、第
1電極材料121をカッター(C1)を介して所定の大きさに切断し、第2電極材料123もカッター
(C2)を介して所定の大きさに切断する。その後、第1電極材料121を第1分離膜材料122に積
層し、第2電極材料123を第2分離膜材料124に積層する。
【００４１】
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その後、ラミネータ(L1、L2)で電極材料と分離膜材料を互いに接着させることが好ましい
。このような接着で、電極と分離膜が一体に結合された基本単位体が製造可能である。結
合の方法は多様であり得る。ラミネータ(L1、L2)は、接着のため材料に圧力を加えるか圧
力と熱を加える。このような接着は、単位体スタック部を製造する際、基本単位体の積層
をより容易にする。また、このような接着は、基本単位体の整列にも有利である。このよ
うな接着後に第1分離膜材料122と第2分離膜材料124をカッター(C3)を介して所定の大きさ
に切断すれば、基本単位体110aが製造され得る。
【００４２】
このように基本単位体における電極は、隣接した分離膜に接着され得る。または、分離膜
が電極に接着されるとみることもできる。この際、電極は分離膜に対向する面で全体的に
分離膜に接着されることが好ましい。このようにすれば、電極が安定的に分離膜に固定さ
れ得るためである。通常、電極は分離膜より小さい。
【００４３】
このため、接着剤を分離膜に塗布することができる。しかし、このように接着剤を利用す
るためには、接着剤を接着面に亘ってメッシュ(mesh)形態やドット (dot) 形態に塗布す
る必要がある。接着剤を接着面の全体に万遍なく塗布すれば、リチウムイオンのような反
応イオンが分離膜を通過することができないためである。したがって、接着剤を利用すれ
ば、電極を全体的に (すなわち、接着面の全体にかけて)分離膜に接着させることはでき
るとしても、全体的に万遍なく接着させることは困難である。
【００４４】
もしくは、接着力を有するコーティング層を備える分離膜を介して全体的に電極を分離膜
に接着させることができる。より詳述する。分離膜は、ポリオレフィン系列の分離膜基材
のような多孔性の分離膜基材、及び分離膜基材の一面又は両面に全体的にコーティングさ
れる多孔性のコーティング層を含むことができる。 この際、コーティング層は無機物粒
子等と無機物粒子等を互いに連結及び固定するバインダー高分子の混合物で形成され得る
。
【００４５】
ここで、無機物粒子は、分離膜の熱的安定性を向上させることができる。すなわち、無機
物粒子は、高温で分離膜が収縮されることを防止することができる。  また、バインダー
高分子は、無機物粒子を固定させて分離膜の機械的安定性も向上させることができる。ま
た、バインダー高分子は、電極を分離膜に接着させることができる。バインダー高分子は
、コーティング層に全体的に分布するので、 前述の接着剤とは異なり接着面の全体で万
遍なく接着が発生し得る。したがって、このような分離膜を利用すれば、電極をより安定
的に分離膜に固定させることができる。このような接着を強化するため、前述のラミネー
タを利用することができる。
【００４６】
ところが、無機物粒子等は、充填構造(densely packed structure)をなしてコーティング
層で全体的に無機物粒子等の間のインタースティシャルボリューム(interstitial volume
s)を形成することができる。この際、無機物粒子等が限定するインタースティシャルボリ
ュームにより、コーティング層には気孔構造が形成され得る。このような気孔構造により
、分離膜にコーティング層が形成されているとしてもリチウムイオンが分離膜を良好に通
過することができる。参考までに、無機物粒子等が限定するインタースティシャルボリュ
ームは、位置によってバインダー高分子により詰まっていることもある。
【００４７】
ここで充填構造は、ガラス瓶に砂利が満たされていることのような構造で説明され得る。
したがって、無機物粒子等が充填構造をなすと、コーティング層で局部的に無機物粒子等
の間のインタースティシャルボリュームが形成されるのではなく、コーティング層で全体
的に無機物粒子等の間のインタースティシャルボリュームが形成される。これにより、無
機物粒子の大きさが増加すれば、インタースティシャルボリュームによる気孔の大きさも
共に増加する。このような充填構造のため、分離膜の全体面でリチウムイオンが円滑に分
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離膜を通過することができる。
【００４８】
一方、単位体スタック部で基本単位体も基本単位体どうし互いに接着され得る。例えば、
図2で第2分離膜114の下面に接着剤が塗布されるか、前述のコーティング層がコーティン
グされるのであれば、第2分離膜114の下面に他の基本単位体が接着され得る。
【００４９】
この際、基本単位体で電極と分離膜との間の接着力は、単位体スタック部で基本単位体間
の接着力より大きいことがある。もちろん、基本単位体間の接着力はないこともある。こ
の通りであれば、電極組立体(単位体スタック部)を分離する時、接着力の差のため基本単
位体単位に分離される可能性が高い。参考までに、接着力は剥離力に表現することもでき
る。例えば、電極と分離膜との間の接着力は、電極と分離膜を互いに取り離すとき必要な
力に表現することもできる。このように、単位体スタック部内で基本単位体は、隣接した
基本単位体と結合されないか、基本単位体内で電極と分離膜が互いに結合された結合力と
異なる結合力で隣接した基本単位体と結合され得る。
【００５０】
参考までに、分離膜が前述のコーティング層を含む場合、分離膜に対する超音波融着は好
ましくない。分離膜は、通常電極より大きい。これに伴い、第1分離膜112の末端と第2分
離膜114の末端とを超音波融着で互いに結合させようとする試みがあり得る。ところが、
超音波融着は、ホーンで対象を直接加圧する必要がある。しかし、ホーンで分離膜の末端
を直接加圧すれば、接着力を有するコーティング層により分離膜にホーンがくっつくこと
がある。これにより、装置の故障が齎され得る。
【００５１】
 [基本単位体の変形]
今まで互いに同一の大きさを有する基本単位体のみを説明した。しかし、基本単位体は互
いに異なる大きさを有することもある。互いに異なる大きさを有する基本単位体を積層す
れば、単位体スタック部を多様な形状に製造することができる。ここで、基本単位体の大
きさは、分離膜の大きさを基準に説明する。通常、分離膜が電極より大きいためである。
【００５２】
図9と図10を参照してより詳述すれば、基本単位体は複数個に設けられて互いに異なる大
きさを有する少なくとも2つのグループに分けられ得る(図10の図面符号1101a、1102a、11
03aを参照)。このような基本単位体等を大きさに従って積層すれば、複数段の構造を有す
る単位体スタック部100cが形成され得る。図9と図10は、3つのグループに分けられる基本
単位体1101a、1102a、1103aが互いに同一の大きさの基本単位体どうし積層されて3つの段
を形成した例を示している。参考までに、1つのグループに属する基本単位体等が2つ以上
の段を形成しても構わない。
【００５３】
ところが、このように複数段を形成する場合、基本単位体は前述の4層構造や 4層構造が
繰り返して積層された構造、すなわち第1基本単位体の構造を有するのが最も好ましい。(
本明細書で基本単位体等が互いに積層構造が同一であれば、互いに大きさが異なるとして
も1種の基本単位体に属するものとみなす。)
【００５４】
これに対し詳述すれば、1つの段で正極と負極は互いに同数ほど積層されることが好まし
い。また、段と段との間で互いに逆の電極が分離膜を介して互いに対向することが好まし
い。ところが、例えば第2及び第3基本単位体の場合、前記のように1つの段を形成するた
め2種の基本単位体が必要となる。
【００５５】
しかし、図10に示されているように、第1基本単位体の場合、前記のように1つの段を形成
するため1種の基本単位体のみ必要となる。したがって、基本単位体が前述の4層構造や4
層構造が繰り返して積層された構造を有すると、複数段を形成するとしても基本単位体の
種類数を減少させることができる。
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【００５６】
また、例えば、第2及び第3基本単位体の場合、前記のように1つの段を形成するため、2種
の基本単位体を少なくとも1つずつ積層する必要があるので、1つの段は最少12層の構造を
有することになる。しかし、第1基本単位体の場合、前記のように1つの段を形成するため
、1種の基本単位体のみ積層すればいいので、1つの段は最少4層の構造を有することにな
る。したがって、基本単位体が前述の4層構造や4層構造が繰り返して積層された構造を有
すると、複数段を形成する時、各段の厚さを非常に容易に調節することができる。
【００５７】
一方、基本単位体は、互いに異なる大きさを有することもできるだけでなく、互いに異な
る幾何学的形状を有することもできる。例えば、図11で示しているように、基本単位体等
は大きさだけでなく、角形状において差があり得、穿孔の有無において差があり得る。よ
り具体的に、図11で示しているように、3つのグループに分けられる基本単位体等が互い
に同一の幾何学的形状の基本単位体どうし積層されて3つの段を形成することもできる。
このために基本単位体は、少なくとも2つのグループ(各グループは、互いに異なる幾何学
的形状を有する)に分けられ得る。この時も同様に、基本単位体は前述の4層構造や4層構
造が繰り返して積層された構造、すなわち第1基本単位体の構造を有するのが最も好まし
い。(本明細書で基本単位体等が互いに積層構造が同一であれば、互いに幾何学的形状が
異なるとしても1種の基本単位体に属するものとみなす。)
【００５８】
 [補助単位体]
単位体スタック部は、第1補助単位体と第2補助単位体のうち少なくともいずれか1つをさ
らに含むことができる。先ず、第1補助単位体に対して検討してみる。本発明における基
本単位体は、一側末端に電極が位置し、他側末端に分離膜が位置する。したがって、基本
単位体を順次積層すれば、単位体スタック部の最も上側や最も下側に電極(図12で図面符
号116の電極を参照、以下「末端電極」と記す)が位置することになる。第1補助単位体は
、このような末端電極に追加して積層される。
【００５９】
より具体的に、末端電極116が正極であれば、第1補助単位体130aは図12で示しているよう
に、末端電極116から順に、すなわち末端電極116から外側へ分離膜114、負極113、分離膜
112及び正極111が順次積層されて形成され得る。また、末端電極116が負極であれば、第1
補助単位体130bは図13で示しているように、末端電極116から順に、すなわち末端電極116
から外側へ分離膜114及び正極113が順次積層されて形成され得る。
【００６０】
単位体スタック部100d、100eは、図12と図13に示されているように、第1補助単位体130a
、130bを介して末端電極側の最外側に正極を位置させることができる。この時、最外側に
位置する正極、すなわち第1補助単位体の正極は、集電体の両面のうち基本単位体に対向
する一面(図12を基準に下側を向く一面)のみに活物質層がコーティングされることが好ま
しい。このように活物質層がコーティングされると、末端電極側の最外側に活物質層が位
置しなくなるので、活物質層の無駄遣いを防止することができる。参考までに、正極は (
例えば) リチウムイオンを放出する構成なので、最外側に正極を位置させると電池容量に
おいて有利である。
【００６１】
次に、第2補助単位体に対して検討してみる。第2補助単位体は、基本的に第1補助単位体
と同様の役割を果たす。より詳述する。本発明における基本単位体は、一側末端に電極が
位置し、他側末端に分離膜が位置する。したがって、基本単位体を順次積層すれば、単位
体スタック部の最上側や最下側に分離膜(図14で図面符号117の分離膜を参照、以下「末端
分離膜」と記す)が位置することになる。第2補助単位体は、このような末端分離膜に追加
して積層される。
【００６２】
より具体的に、基本単位体で末端分離膜117に接した電極113が正極であれば、第2補助単
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位体140aは、図14で示しているように、末端分離膜117から順に負極111、分離膜112及び
正極113が積層されて形成され得る。また、基本単位体で末端分離膜117に接した電極113
が負極であれば、第2補助単位体140bは、図15で示しているように正極111に形成され得る
。
【００６３】
単位体スタック部100f、100gは、図14と図15に示されているように、第2補助単位体140a
、140bを介して末端分離膜側の最外側に正極を位置させることができる。この際、最外側
に位置する正極、すなわち第2補助単位体の正極も第1補助単位体の正極と同様に、集電体
の両面のうち基本単位体に対向する一面(図14を基準に上側を向く一面)のみに活物質層が
コーティングされることが好ましい。
【００６４】
ところが、第1補助単位体と第2補助単位体とは、前述の構造と異なる構造を有することも
できる。先ず、第1補助単位体に対し検討してみる。図16で示しているように、末端電極1
16が正極であれば、第1補助単位体130cは分離膜114及び負極113が末端電極116から順次積
層されて形成され得る。また、図17に示されているように、末端電極116が負極であれば
、第1補助単位体130dは分離膜114、正極113、分離膜112及び負極111が、末端電極116から
順次積層されて形成され得る。
【００６５】
単位体スタック部100h、100iは、図16と図17に示されているように、第1補助単位体130c
、130dを介して末端電極側の最外側に負極を位置させることができる。
【００６６】
次に、第2補助単位体に対して検討してみる。図18で示しているように、基本単位体で末
端分離膜117に接した電極113が正極であれば、第2補助単位体140cは負極111に形成され得
る。また、図19で示しているように、基本単位体で末端分離膜117に接した電極113が負極
であれば、第2補助単位体140dは正極111、分離膜112及び負極13が末端分離膜117から順次
積層されて形成され得る。単位体スタック部100j、100kは、図18と図19に示しているよう
に、第2補助単位体140c、140dを介して末端分離膜側の最外側に負極を位置させることが
できる。
【００６７】
参考までに、負極は、電位差により電池ケース(例えば、パウチ型ケース)のアルミニウム
層と反応を引き起こし得る。したがって、負極は分離膜を介して電池ケースから絶縁され
ることが好ましい。このため、図16から図19において、第1及び第2補助単位体は負極の外
側に分離膜をさらに含むこともできる。例えば、図16の第1補助単位体130cに比べ、図20
の第1補助単位体130eは最外側に分離膜112をさらに含むこともできる。参考までに、補助
単位体が分離膜を含めば、補助単位体を基本単位体に整列する時に一層容易である。
【００６８】
一方、図21で示しているように、単位体スタック部100mを形成することもできる。基本単
位体110bは、下側から上側へ第1電極111、第1分離膜112、第2電極113及び第2分離膜114が
順次積層されて形成され得る。この際、第1電極111は正極であってもよく、第2電極113は
負極であってもよい。
【００６９】
また、第1補助単位体130fは、分離膜114、負極113、分離膜112及び正極111が末端電極116
から順次積層されて形成され得る。この際、第1補助単位体130fの正極111は、集電体の両
面のうち基本単位体110bに対向する一面のみに活物質層が形成され得る。
【００７０】
また、第2補助単位体140eは、末端分離膜117から順次正極（第1正極）111、分離膜112、
負極113、分離膜114及び正極（第2正極)118が積層されて形成され得る。この際、第2補助
単位体140eの正極のうち最外側に位置した正極（第2正極)118は、集電体の両面のうち基
本単位体110bに対向する一面のみに活物質層が形成され得る。
【００７１】
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最後に、図22で示しているように、単位体スタック部100nを形成することもできる。基本
単位体110eは、上側から下側へ第1電極111、第1分離膜112、第2電極113及び第2分離膜114
が積層されて形成され得る。この際、第1電極111は負極であってもよく、第2電極113は正
極であってもよい。 また、第2補助単位体140fは負極111、分離膜112、正極113、分離膜1
14及び負極119が末端分離膜117から順次積層されて形成され得る。
【００７２】
今まで、基本単位体の構造と、基本単位体に積層され得る補助単位体と、複数層積層され
た基本単位体を有する単位体スタック部の構造とに対し検討してみたので、便宜上図2に
示された第1基本単位体を例に挙げて、基本単位体自体でシール部(A)を形成するか、単位
体スタック部で一斉にシール部(A)を形成し、最終的に単位体スタック部(電極組立体)を
製造することに対し説明する。
【００７３】
電極組立体は、単位体スタック部自体又は単位体スタック部の周りに固定用テープを取り
巻いたものに該当することができる。したがって、本発明に係る電極組立体は、互いに同
一な個数の電極と分離膜とが交互に積層された構造を有する1種の基本単位体が繰り返し
て積層された構造を有するか、互いに同一な個数の電極と分離膜とが交互に積層された構
造を有する2種以上の基本単位体が定められた順に従い積層された構造を有する単位体ス
タック部を備える。
【００７４】
図23は、図2に示された基本単位体の第1構造の上部に分離膜を積層した状態を示す断面図
であり、図24は、図2に示された基本単位体の第1構造を二回積層し、最上層をなしている
電極上に分離膜を積層した状態を示す断面図である。
図23及び図24に示されたように、単位体スタック部の最上層をなしている電極上には分離
膜(S)がさらに積層され、最上層電極の上面と最下層電極の下面とが分離膜で覆われるこ
とになる。一方、図23及び図24に示された単位体スタック部の上下を覆した時を基準にす
れば、単位体スタック部の最下層をなしている電極上にさらに分離膜(S)が積層されると
みることができる。
【００７５】
図23又は図24の状態で互いに隣接した分離膜等の縁部を互いに当接させて加熱及び加圧す
れば、分離膜等の縁部どうし互いに付着し、これにより、図25及び図26に示されたシール
部(A)が形成される。
【００７６】
一方、電極組立体を製造する時は、1つの基本単位体に含まれた分離膜等の縁部を互いに
付着してシール部(A)を形成することもでき、これとは別に基本単位体を積層して(勿論、
補助単位体も共に積層することができる) 単位体スタック部を形成した後、単位体スタッ
ク部全体に含まれた分離膜等の縁部を互いに付着してシール部(A)を形成することもでき
る。
【００７７】
以下では、本発明に係る電極組立体の製造方法の一例に対しさらに詳しく説明する。
【００７８】
先ず、同一な個数の電極と分離膜とが交互に積層された構造を有する1種の基本単位体や
、互いに同一な個数の電極と分離膜とが交互に積層された構造を有する2種以上の基本単
位体を製造する段階(S10)を行う。
【００７９】
次に、1つの基本単位体に含まれた分離膜等の縁部を互いに当接させたまま、熱と圧力を
加えてシール部(A)を形成する段階(S20)を行う。
【００８０】
次に、S10段階及びS20段階が行われた1種の基本単位体を繰り返して積層するか、S10段階
及びS20段階が行われた2種以上の基本単位体を定められた順に従い積層して単位体スタッ
ク部を製造する段階(S22)を行う。
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【００８１】
このように、S10段階、S20段階、S22段階を順に行うと、基本単位体ごとに分離膜等の縁
部がシール部(A)をなすようにした後、このような基本単位体等を積層した構造を有する
単位体スタック部(電極組立体)を製造することができる。
【００８２】
本発明に係る電極組立体の製造方法の他の例は、先ずS10段階が行われることは前記一例
と同一であるが、その次に1種の基本単位体を繰り返して積層するか、2種以上の基本単位
体を定められた順に従い積層して単位体スタック部を製造する段階(S14)を行い、その次
に単位体スタック部に含まれた分離膜等の縁部を互いに当接させたまま、熱と圧力を加え
てシール部(A)を形成する段階(S30)を行う。
【００８３】
このようにS10段階、S14段階、S30段階を順に行うと、基本単位体等に備えられた分離膜
等の縁部をシール部(A)としていない状態で、先ず基本単位体等を積層して単位体スタッ
ク部を製作し、単位体スタック部に含まれた全ての分離膜の縁部を一斉にシール部(A)に
形成することになる。
【００８４】
図4に示されたように、第1基本単位体を積層して単位体スタック部を製造するとの仮定の
下、図4の最上側に位置した第1基本単位体の最上側電極に追加的な分離膜(S)を積層する
段階を行うと、最上面と最下面が全て分離膜となる単位体スタック部を製造することがで
きる。
【００８５】
一方、S20段階またはS30段階でシール部(A)を形成するため、互いに隣接した分離膜等の
縁部に加えられる熱と圧力は、それぞれ50℃～100℃と10gf／cm2～20gf／cm2であること
が好ましい。また、S20段階またはS30段階は、単に互いに隣接した分離膜等の縁部に3～5
秒間熱と圧力を加えることにより行われてもよく、これだけでもシール部(A)が十分形成
され得る。
【００８６】
したがって、シール部(A)を形成する段階(S20、S30)により、電極組立体の製造時間が有
意義に上昇することはない。
【００８７】
正極及び負極を分離膜に付着するには約100Kgf／cm2の圧力が必要であるが、 シール部(A
)を形成するため分離膜等の縁部に加えられる圧力は、上述のように10gf／cm2～20gf／cm
2であれば十分である。したがって、正極及び負極を分離膜に付着する圧力より遥かに低
い圧力でもシール部(A)を形成することができる。
【００８８】
以下では、 本発明に係る電極組立体の効果を検証するために行った実験に対し説明する
。
【００８９】
<比較例>
分離膜の縁部が重畳していない場合であって、150℃で30分間加熱した結果、20～24%の収
縮率を示すものと確認された。
【００９０】
<実験例1>
分離膜の縁部が重畳しているものの、分離膜の縁部どうし互いに付着されていないため、
シール部(A)が形成されてはいない場合に該当し、150℃で30分間加熱した結果、 16～18%
の収縮率を示すものと確認された。
【００９１】
<実験例2>
分離膜の縁部が互いに付着してシール部(A)をなす場合に該当し、150℃で30分間加熱した
結果、 9～12%の収縮率を示すものと確認された。
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【００９２】
実験例1と比較例を比較すると、分離膜の縁部が互いに接触しないまま別に正極及び負極
の間に積層されていることに比べ、分離膜の縁部が重畳している状態で分離膜の収縮率が
減少するとのことが分かる。
【００９３】
また、実験例2と実験例1を比較すると、分離膜の縁部が単に2重に重畳している状態に比
べ、分離膜の縁部が重畳する上に互いに付着してシールされた状態では、分離膜の収縮率
がさらに減少するとのことを確認することができる。
【００９４】
結局、本発明に係る電極組立体は、分離膜が重畳していることによる収縮率減少効果と、
分離膜が互いに付着したことによる収縮率減少効果とが加わり、分離膜の収縮率が非常に
減少するとの効果がある。
【００９５】
したがって、本発明の場合、正極と負極が互いに短絡される危険が低く、よって、従来の
技術に比べて電極組立体の安定性が向上するとの長所がある。また、 従来の技術と同一
な大きさまたは多少小さな大きさの分離膜を用いながらも、従来の技術より安定性が向上
した電極組立体を製造することができる。
【００９６】
また、従来の技術と同等な程度の安定性を有する電極組立体を製造するために必要な分離
膜の面積は従来の技術より小さいので、二次電池の体積を減少させることができる。
【００９７】
さらに、従来の技術に比べ狭い面積の分離膜を用いることができるため、電極組立体の製
造コストを低減させることができるとの効果がある。
【００９８】
以上において本発明は、たとえ限定された実施例と図により説明されたが、本発明はこれ
により限定されず、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者により、本発明の技
術思想と特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能なことは勿論である。
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